
防衛医科大学校達第８号 

 技官候補看護学生寄宿舎に関する達を次のように定める。 

  平成26年4月1日 

                     防衛医科大学校長 三浦 総一郎 

 

 

技官候補看護学生寄宿舎に関する達 

 

 
改正 平成27年 4月 1日達第 7号 

平成28年 4月 1日達第13号 

令和 2年 3月30日達第 9号 

令和 3年 3月31日達第 3号 

 

 （趣旨） 

第１条 この達は、技官候補看護学生寄宿舎（以下、「寄宿舎」という。）の管理運

営に関し必要な事項を定める。 

 （寄宿舎の目的）  

第２条 寄宿舎は、技官候補看護学生に居住の場所を提供し、修学上の便宜を供与す

るための施設とする。 

  （寄宿舎の位置等） 

第３条  寄宿舎は、研修医官棟及び学生等宿舎のうち技官候補看護学生が居住する区

域とし、入居区分は次の各号に掲げるとおりとする。   

 (１) 研修医官棟 男性である技官候補看護学生 

 (２) 学生等宿舎 女性である技官候補看護学生 

（管理運営） 

第４条 寄宿舎に管理運営責任者を置き、学生部長をもって充てる。 

２ 寄宿舎の管理運営に関する重要事項は、学生に関する委員会において審議する。 

（入居資格） 

第５条 寄宿舎に入居できる者は、技官候補看護学生とする。 

 （入居） 

第６条 入居の時期は学年の始めとする。ただし、学校長が必要と認めたときは、学

年の中途において入居させることができる。 

２ 入居期間は、入居を許可された日からその者の修業年限内とする。 

３ 寄宿舎に入居を希望する者は、別紙第１「寄宿舎入居許可申請書」（以下、「入

居申請書」という。）を防衛医科大学校長（以下、「学校長」という。）に申請

し、その許可を受けなければならない。 

４ 入居を許可された者（以下「入居者」という。）は、入居許可の日以降速やか

に、入居しなければならない。  

５ 入居者の居住する部屋は、管理運営責任者が定めるものとする。 



６ 学校長は、入居者が次の各号に該当するときは、入居の許可を取り消すものとす

る。 

 (１) 正当な理由なく入居しないとき。 

 (２) 入居申請書又は必要書類に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。 

 （寄宿舎料の算定） 

第７条 寄宿舎料は次の各号に掲げる料金の合計額とし、算定は当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 建物使用料 

     建物使用料は、国家公務員宿舎法施行令（昭和３３年政令第３４１号）に準じ

て算定する。 

(２) 維持費及び物品貸付料 

    維持費及び物品貸付料は、幹部隊舎に希望入居する者の取扱いについて（長発

経施第１４９４号。３５．１１．１０）に準じて算定する。 

(３) 私有電気器具の使用料 

部外者等が使用する光熱水料の算定及び徴収料金の取扱いについて（通達）

（防医経施第４２４号。２０．３．２５）に定めるところによる。 

 （寄宿舎料の徴収方法） 

第８条 寄宿舎料は、入居した日の属する月から、退居した日の属する月まで徴収す

るものとする。入居者は、各月分を所定の期日までに、納入しなければならない。 

 （施設等の保全） 

第９条 入居者は、寄宿舎の施設、居室、設備及び備品（以下「施設等」という。）

の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守し

なければならない。 

(１) 居室（空き居室を含む。以下この条において同じ。）を居住目的以外に使用し

ないこと。 

 (２) 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、工作を加えないこと。 

 (３) 防火管理、衛生管理及び災害防止等に関し、関連規則に基づき、これに協力す

ること。 

２ 故意又は過失により施設等を滅失し、損傷又は汚損した者は、速やかにこれを 

原状回復し、又はその原状の回復に必要な経費を弁償しなければならない。 

 （退去手続） 

第１０条 入居者が、退去を希望するときは、原則として１月前までに学校長に別紙

第２「退去届」を提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を得ようとする者は、事前に居室について、管理運営責任者の

点検を受け、原状回復等について、その指示に従わなければならない。 

 （退去措置）  

第１１条 入居者が、次の各号の一に該当するときは、速やかに退去しなければなら

ない。 

 (１) 技官候補看護学生の身分を失ったとき。 



 (２) 第６条第２項の入居期間を経過したとき。  

 (３) 寄宿舎料を三ヶ月以上滞納したとき。 

２ 入居者が、次の各号の一に該当するときは、管理運営責任者は、退去を命

ずることができる。 

 (１) 宿舎における風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。 

 (２) 疾病その他の理由により保健衛生上共同生活に不適当であると認めら

れるとき。 

 (３) 本規則に違反し、宿舎の管理運営上著しく支障をきたす行為があった

とき。 

３ 入居者が前２項の規定に違反して居住を続けるときは、管理運営責任者

は、その入居者に対し必要な措置を講ずるものとする。この際、必要な費用

は入居者が支払うものとする。 

（入居者以外の宿泊等の禁止） 

第１２条  入居者以外の者を宿泊させてはならない。 

２ 入居者以外の者をみだりに立ち入らせてはならない。 

 （日課表） 

第１３条 寄宿舎の日課表は、別表第１によるものとする。 

 （外出） 

第１４条 入居者の外出は、別表第２によるものとする。 

（庶務） 

第１５条  寄宿舎に関する庶務は、学生部において行う。ただし、寄宿舎料の

算定は担当部課で実施するものとする。 

 （その他） 

第１６条 この通達に定めるもののほか、寄宿舎の管理運営に関し細部必要な

事項は、管理運営責任者が定める。 

 

   附 則 

 この達は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、令和３年４月１日から施行する。 

  



別紙第１ 

 

         寄宿舎入居許可申請書 

 

 

防衛医科大学校長 殿 

 

  

技官候補看護学生寄宿舎に関する達及び関連する規定の内容に同意の

上、寄宿舎入居の許可を申請します。 

   

       （西暦又は和暦） 

    年  月  日 

         技官候補看護学生  氏名               

 

 保証人 

   

本籍 

 

  氏名                    

   

  住所 

   

  電話番号 

   

  本人との関係 

 

 

入 居 許 可 証 

 

 

 技官候補看護学生  氏名     

 

 寄宿舎への入居を許可する。 

           （西暦又は和暦） 

入居年月日は、        年   月   日とする。 

   

            

防 衛 医 科 大 学 校 長     



別紙第２ 

 

          寄宿舎退去届 

 

 

防衛医科大学校長 殿 

 

 

          技官候補看護学生  氏名          

 

 

（西暦又和暦） 

     年  月  日に寄宿舎を退去する事を届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第１３条関係） 

 

寄宿舎日課表 

曜  日 

日  課 
月～金 休養日 

日 朝 点 呼 ０６３０ ０７００ 

入     浴 １９００～２２４０ １９００～２２４０ 

静 粛 時 間 ２１００～２３００  

日 夕 点 呼 ２３００ ２３００ 

消    

灯 

公 共 場 所 ２３００～０６３０ ２３００～０７３０ 

居     室 ２４００～０６３０ ２４００～０７３０ 

延    灯 必要に応じて０２００まで可 

備考：１ 休日の日課は、休養日に準ずる。 

  ：２ 金曜日及び休前日の日夕点呼並びに休養日の日朝及び日夕点呼の報告

（翌日が課業のある場合を除く。）について、特別外出等で入居者が全員

不在となる場合には、事前にその旨を学生隊当直幹部に報告することで省

略することができる。 

  ：３ 静粛時間は、自学自習のための時間とし、金曜日は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第１４条関係） 

 

外出 

 

１ 学生の外出の種類は次のとおりとする。 

 (１) 平日外出 

 (２) 普通外出 

 (３) 特別外出 

 

２ 外出の期間は、次のとおりとする。 

外出の種類 外 出 及 び 期 間 

平日外出 平日の勤務を命ぜられていない時間の外出 

普通外出 休養日及び休日の０７３０から２３００まで 

特別外出 
休養日又は休日の前日の課業終了後から休養日又は休日の

２３００まで 

 

３  学生は、特別の理由により、所定の時刻以前に外出し又は所定の時刻以後に帰校

しようとするときは、事前に管理運営責任者の許可を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


